
共通添付資料１

補助率：□一般地域5/10 □中山間地域5/10 □新規就農者5/10

補助率：□一般地域3/10 □新規就農者資本装備支援（□5/10 □1/3）

□中山間地域（□1/3　□1/6） □農地所有適格法人設立支援1/3

□多角化・複合化経営発展支援（□5.5/10　□5/10　□1/3　□3/10）

□鳥獣被害対策・利活用促進5/10 　

□多様な米づくり推進総合支援5/10 □省エネルギー対応農業生産条件整備支援

□みどりの飼料作物水田活用支援5/10 　（□5.5/10　□5/10）

□スマート技術導入加速化支援5/10 □水産施設等省エネルギー対策整備支援5/10

□環境保全型農業支援（□5.5/10　□5/10） □酪農省力化機械の導入支援5/10

補助率：□一般地域（□4.5/10　□3/10） □新規就農者資本装備支援5/10

□中山間地域（□5/10　□1/3　□1/6）

□農地所有適格法人設立支援（□5/10　□1/3　□3/10）

□多角化・複合化経営発展支援（□5.5/10　□5/10　□1/3　□3/10）

□多様な米づくり推進総合支援5/10 □省エネルギー対応農業生産条件整備支援

□鳥獣被害対策・利活用促進5/10 　（□5.5/10　□5/10）

□みどりの飼料作物水田活用支援5/10 □水産施設等省エネルギー対策整備支援5/10

□環境保全型農業支援（□5.5/10　□5/10）□酪農省力化機械の導入支援5/10

補助率：□一般地域3/10 □新規就農者資本装備支援（□5/10 □1/3）

□中山間地域（□1/3　□1/6）

□農地所有適格法人設立支援（□1/3　□3/10）

□多角化・複合化経営発展支援（□5.5/10　□5/10　□1/3　□3/10）

□多様な米づくり推進総合支援5/10 □省エネルギー対応農業生産条件整備支援

□鳥獣被害対策・利活用促進5/10 　（□5.5/10　□5/10）

□みどりの飼料作物水田活用支援5/10 □水産施設等省エネルギー対策整備支援5/10

□環境保全型農業支援（□5.5/10　□5/10）□酪農省力化機械の導入支援5/10

補助率：□一般地域4/10 □中山間地域4.5/10

【 】

注２）「事業費」の「小計」及び「合計」欄は、消費税を含む金額を記載する。
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　うち機械

　うち建物

計（③＝ａ＋ｂ）

小計（ｂ）

小計（ａ）

計（④）

計（②）

注３）国補併用の場合は、【　】内に国費活用額を記入すること

注１）機械整備に当たっては共通添付資料１-２の添付を要する。
　　　なお、事業内容が機械整備のみの場合は、共通添付資料１-２により本表は不要とする。

合　計
（①＋②＋③＋④）

計（①）

事 業 費 積 算 内 訳 書
事業区分・内容 算出基礎 事業費（円） 補助金（円）
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共通添付資料１-２
　

3/10
5/10
5/10
5/10
1/3

□やるき農家支援型 1/6
5.5/10
5.5/10
5.5/10

1/3
1/3
5/10

92%

① ⑥

注１）事業認定後（又は交付決定後）に事業費が変更となる場合には上段に（　　）書きで変更前を記入すること。
注２）交付決定年月日、番号は事業認定後（又は交付決定後）に事業費が変更となる場合にのみ記入すること。
注３）付属品（50万円以下のもの）は、本体機と併せて記入すること（当該算定では、50万円以上の付属品を原則として本体と同様に取り扱うこと。）。
注４）国補併用の場合は、【　】内に国費活用額を記入すること

88%□トラクター（アタッチ含む）
□コンバイン（汎用型含む）
□その他農業機械

＝A×補助率 【　　　　　】事業主体
区分 □消費税等仕入控除税額該当無し ＝C×補助率 【　　　　　】

□消費税等仕入控除税額あり、含む

算定事業費

⑦（＝⑤×⑥）
金額

補助金算定上の
事業費⑧

（③又は⑦の低
い金額）

上限補助金算定額

□田植機（直播機関連含む）
□トラクター（アタッチ含む）

令和　年　月　日
地農第　　号番　号

【一定率】

農 業 機 械 に お け る 補 助 対 象 事 業 費 積 算 内 訳 書

80%

　事業主体、リース借
受者のいずれかが農業
協同組合の場合

□

□コンバイン（汎用型含む）

□多角化・複合化経営発展支援

82%
□その他農業機械

交付決定年月日

【補助率】

□多角化・複合化経営発展支援

□環境保全型農業支援

　上記以外
　事業主体、リース借
　受者のいずれも農業
　協同組合でない場合

□田植機（直播機関連含む）

【農業機械導入計画】

□農地所有適格法人設立支援

□スマート技術導入加速化支援

見積価格

□鳥獣被害対策・利活用促進

A（＝⑧の合計）

B（＝A×0.10）

C（＝A＋B）

補助金算定上事業費（税抜き）

補助金算定上事業費合計

消費税額

小　計

単価
数量

単価
一定
率

導入
機械

メーカー・
型式名

④

金額

③（＝①×②） ⑤＝（①×④）

メーカー希望小売価格

②

経営体育成対策 □農家子弟

□新規参入者

□多様な米づくり推進総合支援

□環境保全型農業支援

地域区分
によらな
いもの 特　認 5/10

□酪農省力化機械の導入支援

地域区分

中山間地域

一般地域

a＋b

小　計

b（＝a×0.10）

小　計

事業費（税抜き）

消費税額

□省エネルギー対応農業生産条件整備支援

□省エネルギー対応農業生産条件整備支援

□

□みどりの飼料作物水田活用支援

事業費合計

a（＝③の合計）
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共通添付資料２

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

注１）原則として、導入する機械等に係る作業に応じて作成すること。
注２）必要に応じて現状の作業を追加すること。

年
次

施設・機
械名等

対象作
物名等

延べ面積・
処理量等

利用計画表
月　別　利　用　計　画

計
画
年
次
（
　
　
年
）

目
標
年
次
（
　
　
年
）
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共通添付資料３

項目 金額 積算根拠 項目 金額 積算根拠

合計(A) 合計(A)

合計(B) 合計(B)

注１）原則として、導入する機械等に係る作業に応じて作成すること。
注２）必要に応じて現状の収支を追加すること。

支
出

支
出

(A-B) (A-B)

収支計画書（　導入機械・施設名　）
計画年次（令和　　年） 目標年次（令和　　年）

収
入

収
入
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共通添付資料３-２

項目 金額 積算根拠 項目 金額 積算根拠

合計 合計

注１）　項目(勘定科目）は加除訂正可、また、前年度決算書を添付すること。

（期首棚卸高） （期首棚卸高）

（商品仕入高） （商品仕入高）

収支計画書(法人）
計画年次（令和　　年） 目標年次（令和　　年）

売上原価 売上原価

売
上

　賃借料

（製造原価） （製造原価）

  材料費   材料費

販売・一般管理費 販売・一般管理費

(役員報酬） (役員報酬）

売
上

（期末棚卸高） （期末棚卸高）

売上総利益 売上総利益

  減価償却費   減価償却費

　その他 　その他

　労務費 　労務費

　賃借料

(減価償却費）

（その他） （その他）

(その他人件費) (その他人件費)

(出荷販売経費) (出荷販売経費)

　(補助残） 　(補助残）

経常利益 経常利益

償還金 償還金

営業外費用 営業外費用

(支払利息） (支払利息）

営業利益 営業利益

営業外利益 営業外利益

(減価償却費）
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共通添付資料４

地帯区分：　　　　　　ほ場区画：　　　　　　　
 

能力等 期間中

の作業

 PS･条等 作業幅 作業 理論 ほ場作 ほ場 １日の 作業 実作業 １日の 作業 日数 可能 可能 面積

速度 作業量 業効率 作業量 作業 回数 率 作業 期間 日数率 日数

時間 面積

 m ㎞/時 ha/時 ％ ha/時 時 回 ％ ha 月日～月日 日 ％ 日  ha

 既存の

 機械

 導入予

 定機械

不足 導入機械 導入必要

作業面積 の能力 台数

台数 作業可能

面積

 ha 台 ha ha ha  台

導 入 機 械 能 力 算 出 基 礎 表

期間中の作業可能日数

ａ　機械１台当たりの能力

 作業名

利用
面積

 作業機名

既存機械の能力

注１）　上段は既存の機械、下段は導入しようとする機械について記入する。能力の異なる既存機械が複数ある時は、記入欄を適宜増やして記入する。

注３）　この様式によることが困難な場合は、様式についてこだわらない。

注１）　収穫機械等については、作業ピーク時に対応できる能力とする。

注２）　この様式によることが困難な場合は、様式についてこだわらない。

 作業機名 作業名  区分

１日当たり作業量（作業面積）

ｂ　導入必要台数

注２）  作業量（作業面積）の算出方法については、「農業機械の適正導入に係る指針」の第５章第１の計算式を参照のこと。

時間当たり作業量（作業面積）
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共通添付資料５

市町村名：

種目名（細目名）：

事業主体名（借受者名）：

□事業申請時に機種決定をしない □事業申請時に機種決定をする

（事業申請時に機種決定をする場合は理由を記入）

４　導入機械等の契約方法（□計画　　□実績）

□一般競争入札 □指名競争入札 □見積徴収

（指名競争入札又は見積徴収による場合は理由を記入）

５　導入機械等の価格決定の経緯（□計画　　□実績）

３　事業主体決定の経緯（リースの場合のみ記入）

機 械 ・ 施 設 等 の 導 入 経 緯

１　導入機械等の機種決定

２　概算事業費算定の経緯
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